
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
七
号

国
土
交
通
省
関
係
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第

十
九
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
九
条
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
第
四
項
第
二
号
、

第
四
十
八
条
第
七
項
、
第
四
十
九
条
第
十
一
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十

二
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
三
条
第
四
項
、
第
五
十
四
条
第
三
項
、
第
五

項
及
び
第
九
項
、
第
五
十
六
条
第
二
項
並
び
に
第
八
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
関
係
東
日
本
大
震
災

復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
被
災
区
域
道
路
運
送
確
保
事
業
を
定
め
た
復
興
推
進
計
画
の
認
定
の
申
請
の
際
に
添
付
す
べ
き
書
類
）

第
一
条
　
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書

類
と
す
る
。

規
定

書
類

法
第
十
八

条
第
一
項

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）

第
十
五
条
第
一
項
の
認
可

に
係
る
部
分

道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
）
第
十
四

条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
書
類

道
路
運
送
法
第
十
五
条
第

三
項
の
届
出
に
係
る
部
分

道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
四

条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
及
び
同
令
第
十
五
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類

道
路
運
送
法
第
十
五
条
第

四
項
の
届
出
に
係
る
部
分

道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第

十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
及
び
同
令
第
十
五

条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書

類

（
法
第
十
八
条
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
道
路
管
理
者
に
対
す
る
意
見
聴
取
の
方
法
）

第
二
条
　
法
第
十
八
条
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
道
路
管
理
者
に
対
す
る
意
見
聴
取
の
方
法
に
つ
い
て

は
、
道
路
管
理
者
の
意
見
聴
取
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
一
号
）
第
一
条
（
第
三

項
を
除
く
。
）
、
第
二
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
三
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
令
第
一
条
第
一
項
中
「
地
方
運
輸
局
長
は
、
路
線
を
定
め
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
つ
き
道
路

運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
基
づ
く
許

可
申
請
書
又
は
第
十
四
条
に
基
づ
く
認
可
申
請
書
（
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興

特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
の
認
定
の
申

請
（
当
該
申
請
に
係
る
復
興
推
進
計
画
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
推
進
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
定
め
ら
れ
た
被
災
区
域
道
路
運
送
確
保
事
業
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
区
域
道
路
運
送
確
保
事

業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
が
」
と
、
「
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
の
権
限
に
属
す

る
事
項
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
付
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
条
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
四
条
第
十
項
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
六
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
意
を
求
め
ら
れ
た
」
と
、
「
事
案
」
と
あ
る
の
は
「
被
災
区
域
道
路
運
送
確
保
事
業
」

と
、
「
許
可
申
請
書
又
は
認
可
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
申
請
に
係
る
復
興
推
進
計
画
」
と
、
同
令
第
二
条

第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
地
方
運
輸
局
長
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
同
令
第
三
条
第
一
項
中
「
第

一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
許
可
申
請
書
又
は
認
可
申
請
書
（
以
下
「
許
可
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）

を
提
出
す
る
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
つ
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
長
が
当
該
許
可
申
請
書
等
に
係
る

事
案
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
八
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
を
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
（
法
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
申
請
に
係
る
復
興
推
進
計
画

に
定
め
ら
れ
た
被
災
区
域
道
路
運
送
確
保
事
業
」
と
、
「
当
該
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
長
で
あ
る
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
」
と
、
「
地
方
運
輸
局
長
（
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
可
申
請
書
を

提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
）
に
対
し
、
当
該
許
可
申
請
書
等
に
添
付
し

て
、
当
該
許
可
申
請
書
等
に
係
る
事
案
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
申
請
に
係
る
復
興
推
進
計
画
に
添
付
し
て
、
当
該

被
災
区
域
道
路
運
送
確
保
事
業
」
と
、
同
令
第
六
条
の
見
出
し
中
「
処
分
後
の
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
道

路
管
理
者
」
と
、
同
条
中
「
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
「
事

案
」
と
あ
る
の
は
「
被
災
区
域
道
路
運
送
確
保
事
業
」
と
、
「
に
つ
い
て
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
法
第
四

条
第
十
項
の
同
意
に
つ
い
て
同
意
又
は
不
同
意
の
旨
を
通
知
」
と
、
「
そ
の
旨
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
旨
及
び
そ

の
内
容
」
と
、
同
令
第
七
条
中
「
地
方
運
輸
局
長
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
「
事
案
」
と
あ
る
の

は
「
被
災
区
域
道
路
運
送
確
保
事
業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
八
条
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
場
合
）

第
三
条
　
法
第
十
八
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
場

合
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
の
意
見
聴
取
に
関
す
る
省
令
第
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
中
「
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
一
条
た

だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
八
条
第
五
項
た
だ
し
書
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
運
送
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、

こ
れ
に
よ
つ
て
」
と
、
「
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
法

第
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
道
路
運
送
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
と
、
「
当
該
処

分
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
処
分
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
運
送
法
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
と
、
「
当
該
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
処
分
を
受

け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
業
）

第
四
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
市
街
地
開
発
事
業

二
　
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年

法
律
第
百
三
十
二
号
。
第
十
一
条
に
お
い
て
「
集
団
移
転
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

集
団
移
転
促
進
事
業

三
　
住
宅
地
区
改
良
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
地
区
改
良
事
業

四
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
を
受
け
て
実
施
さ
れ
る
住
宅
市
街
地
の
開
発
整
備
に
関
す
る
事
業
（
前
各
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
当
該
事
業
に
係
る
施
行
地
区
の
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の

五
　
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
が
自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
賃
貸
し
、

又
は
譲
渡
す
る
目
的
で
行
う
住
宅
の
建
設
に
関
す
る
事
業

六
　
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
よ
る
賃
貸
住
宅
の

建
設
の
事
業
そ
の
他
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
を
受
け
て
実
施
さ
れ
る
賃
貸
住
宅
の
建
設
の
事
業
で
当
該

賃
貸
住
宅
の
戸
数
が
五
十
戸
以
上
で
あ
る
も
の

第
五
条
及
び
第
六
条
　
削
除

（
被
災
鉄
道
移
設
事
業
を
定
め
た
復
興
推
進
計
画
の
認
定
の
申
請
の
際
に
添
付
す
べ
き
書
類
）

第
七
条
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

規
定

書
類

法
第
三
十
三

条
第
一
項

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律

第
九
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
の
認

可
に
係
る
部
分

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
六
号
）

第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
並
び

に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
図
面

鉄
道
事
業
法
第
七
条
第
三
項
の
届
出

に
係
る
部
分

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
類

（
法
第
四
十
七
条
第
四
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
）

第
八
条
　
法
第
四
十
七
条
第
四
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
都
市
計
画
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す

る
者
、
被
災
関
連
都
道
県
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
関
連
都
道
県
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
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議
会
の
議
員
及
び
被
災
関
連
市
町
村
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
関
連
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
議
会
の
議
長
を
代
表
す
る
者
に
つ
き
、
被
災
関
連
都
道
県
の
知
事
が
推
薦
す
る
者
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
の
ほ
か
、
被
災
関
連
都
道
県
の
知
事
は
、
法
第
四
十
七
条
第
四
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
者
と
し
て
関
係
行
政
機
関
の
職
員
を
推
薦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
審
議
会
へ
の
付
議
）

第
九
条
　
法
第
四
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
付
議
を
し
よ
う
と
す
る
被
災
関
連
市
町
村
等
（
法
第
四
十
六
条
第

三
項
に
規
定
す
る
被
災
関
連
市
町
村
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
さ
れ
た
意
見
書
の
要
旨
に
併
せ
て
、
復
興
整
備
計
画
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
整
備
計
画
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
事
項
の
案
を
都
道
府
県

都
市
計
画
審
議
会
又
は
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
開
発
許
可
を
受
け
た
土
地
以
外
の
土
地
に
お
け
る
建
築
等
の
同
意
の
基
準
）

第
十
条
　
法
第
四
十
九
条
第
十
一
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
基
準
は
、
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
基
準

と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
九
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
基
準
は
、
都
市
計
画
法
施
行
令
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
基
準
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
を
除

く
。
）
と
す
る
。

（
集
団
移
転
促
進
事
業
の
特
例
）

第
十
一
条
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
集
団
移
転
促
進
事
業
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
特
定
集
団
移

転
促
進
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政

上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
戸
数
は
、
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
自
治
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
集
団
移
転
促
進
法
施
行

規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
戸
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
特
別
な
事
情

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
集
団
移
転
促
進
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
に
お

い
て
定
め
る
移
転
し
よ
う
と
す
る
住
居
の
数
が
十
戸
を
こ
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
半
数
以
上
の
戸
数
と
す
る
。

２
　
特
定
集
団
移
転
促
進
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
集
団
移
転
促
進
法
施
行
規
則
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
中
「
法
第
八
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
八
条
各
号
」
と
、
同
条
第

一
号
中
「
法
第
八
条
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
八
条
第
一
号
」
と
、
「
住
宅
団
地
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
団
地
（
移
転
者
の
住

居
の
移
転
に
関
連
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
医
療
施
設
、
官
公
庁
施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
の
施
設
で
、
居
住
者

の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
た
め
必
要
な
も
の
の
用
に
供
す
る
土
地
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
「
合
算
額
」

と
あ
る
の
は
「
合
算
額
（
当
該
取
得
及
び
造
成
後
に
譲
渡
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
正
な
時
価
を
基
準
と
し
て

算
定
し
た
当
該
譲
渡
に
係
る
対
価
の
額
を
控
除
し
た
額
。
）
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
八
条
第
三
号
」
と
あ
る

の
は
「
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
八
条

第
三
号
」
と
す
る
。

３
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
被
災
関
連
都
道
県
が
集
団
移
転
促
進
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
を
定
め
る
場
合
に
お
け
る
集
団
移
転
促
進
法
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
、
別
記
第
二

号
様
式
及
び
別
記
第
三
号
様
式
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は

「
都
道
県
知
事
」
と
す
る
。

（
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
集
団
移
転
促
進
事
業
に
関
す
る
協
議
及
び
同
意
）

第
十
二
条
　
法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を
し
、
及
び
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
被
災
関
連
市
町
村
等

は
、
協
議
書
に
復
興
整
備
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業
に
関
す
る

事
項
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
復
興
整
備
協
議
会
（
法
第

四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
整
備
協
議
会
を
い
う
。
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
及
び
国
土
交
通
大
臣

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
申
出
地
区
に
関
す
る
協
議
及
び
同
意
）

第
十
三
条
　
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を
し
、
及
び
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
被
災
関
連
市
町
村
等

は
、
協
議
書
に
復
興
整
備
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
地
区
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
た
書
類
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
協
議
会
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

（
都
市
計
画
区
域
内
の
申
出
地
区
に
係
る
手
続
）

第
十
四
条
　
法
第
五
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
定
め
る
手
続
を
経
よ
う
と
す
る
被
災
関
連
市
町
村

等
は
、
復
興
整
備
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
国
土
交
通
大

臣
が
定
め
る
書
類
を
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
又
は
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
住
宅
地
区
改
良
事
業
に
関
す
る
協
議
）

第
十
五
条
　
法
第
五
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
被
災
関
連
市
町
村
等
は
、
協
議
書
に
復

興
整
備
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
住
宅
地
区
改
良
事
業
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た

書
類
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
協
議
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
国
土
交
通
省
が
行
う
地
籍
調
査
に
関
す
る
協
議
及
び
同
意
）

第
十
六
条
　
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を
し
、
及
び
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
被
災
関
連
市
町
村
等

は
、
協
議
書
に
復
興
整
備
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
が
行
う
地
籍
調
査

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
協
議
会
及
び
国

土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
一
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
水
防
法
及
び
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十

二
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
復
興
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施

行
の
日
（
令
和
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
実
施
さ
れ
て
い
る
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興

特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
交
付
金
事
業
計
画

に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
国
土
交
通
省
関
係
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
七
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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